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（高度IT習得支援補助金の概要）
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収入アップを目指した
キャリア形成をサポート！
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高度IT習得支援補助金について
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（１）目的
・就労機会に恵まれない方
・将来に不安を抱えている方
・就労意欲のある方

高度ITスキルを習得するための講座を受講

キャリアアップ・転職を図り、収入増！

国の補助に加え
横須賀市が受講
料をさらに
サポート！

講座受講が
しやすくなりました！
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高度IT習得支援補助金について
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（１）対象講座
国からの補助金が交付対象となる

「第四次産業革命スキル習得講座」

（国からの補助金）
・経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」

・厚生労働省「専門実践教育訓練給付金」
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高度IT習得支援補助金について

（２）利用できる方

・横須賀市に住民登録されている方

・学生ではない方

・市税の滞納のない方

・横須賀市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方 など
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高度IT習得支援補助金について

（３）補助金額（横須賀市）

対象講座を修了した場合に

・補助率 ３０％
・上限額 ２５万円（1,000円未満切り捨て）

※補助対象外経費
・消費税および地方消費税、振込手数料
・規定外の訓練及び教材等に要する費用

講座実施業者や期間によって
異なりますが
短期（3～4ヵ月）・中期
（6ヶ月）コースで

３０～８０万円超
の費用が見込まれます。
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高度IT習得支援補助金について

（４）手続きについて

（実績報告・請求の〆切） 令和９年3月31日

※令和９年3月31日までに修了する講座を
チョイスしてください！



ご注意ください！
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【参考】国補助金との併用について（イメージ）
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〇経済産業省
（リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業）

Ｒｅスキル講座
（第四次産業革命スキル習得講座）

※461講座（R8.4.1現在）

〇厚生労働省
（専門実践教育給付金）

キャリアアップ
支援事業対象の

Ｒｅスキル
講座以外分
は、横須賀市
補助対象外

専門実践教育
給付金対象の

Ｒｅスキル
講座以外分
は、横須賀市
補助対象外

横須賀市補助対象



〇経済産業省の補助金と併用した場合
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補助対象額の最大１００％
の補助金を受けることが可能です

経済産業省の補助金
最大７０％

（内訳）
・講座修了時 ５０％
・１年後転職確認 ２０％

（内訳）
・講座修了時 ３０％

横須賀市の補助金
３０％

＋



〇経済産業省の補助金と併用した場合
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受講前

①経済産業省のHP
で受講講座を探す
（制度案内） （講座検索）

②講座実施業者の
ウエブサイトに登録。

③講座実施業者の
キャリアコンサル
タントと面談。

受講講座決定※

④講座実施業者に
講座受講料支払。

⑤＜横須賀市＞
『e-kanagawa』
（登録フォーム）
で補助金申請
（注意）
・講座受講前に手
続きを！

※手続きは、講座実施業者がサポート



〇経済産業省の補助金と併用した場合
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修了後

⑥＜経済産業省＞
実績報告・補助金
申請。
（手続きは、講座実施業
者がサポート）

⑤＜横須賀市＞
『e-kanagawa』
（登録フォーム）
で実績報告・補助
金申請。 （最大）受領額合計

80％
補助金受領

（30％相当額）
補助金受領

（50％相当額）

講座受講



〇経済産業省の補助金と併用した場合

Yokosuka City Economic Dept. 12

１年経過

⑥＜経済産業省＞
転職後の補助金申
請。
（手続きは、講座実施業
者がサポート） （最大）受領額

20％
補助金受領

（20％相当額）

講座修了後転職



〇厚生労働省の補助金と併用した場合
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補助対象額の最大８６％
の補助金を受けることが可能です

厚生労働省の補助金
最大５６％

（内訳）
・講座修了時 ３５％
・1年後雇用確認 １４％
・6か月後賃金５%UP ７％

（内訳）
・講座修了時 ３０％

横須賀市の補助金
３０％

＋



〇厚生労働省の補助金と併用した場合
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受講前

①＜ﾊﾛｰﾜｰｸ等＞
雇用保険の資格確認
（郵送・WEB可）

②＜ﾊﾛｰﾜｰｸ等＞
ジョブカード作成

（制度案内） （講座検索）

④＜ﾊﾛｰﾜｰｸ等＞
訓練前ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨ
ﾝｸﾞ（ｼﾞｮﾌﾞｶｰﾄﾞ完成）

受講講座決定

⑤＜ﾊﾛｰﾜｰｸ＞
講座受講申請
※受講2週間前厳守

⑥＜横須賀市＞
『e-kanagawa』で
補助金申請

・講座受講前に手
続きを！

③＜WEB・電話＞
訓練前ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨ
ﾝｸﾞ（予約）申込

⑦講座実施業者に
受講申込・受講料
支払



〇厚生労働省の補助金と併用した場合
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修了後

⑥＜ﾊﾛｰﾜｰｸ＞
実績報告・補助金
申請（講座修了の翌日
から1か月以内）
※横須賀市の補助金受領
書類を持参（間に合わな
い場合、ﾊﾛｰﾜｰｸに連絡）

⑤＜横須賀市＞
『e-kanagawa』
（登録フォーム）
で実績報告・補助
金申請。 （最大）受領額合計

65％
補助金受領

（30％相当額）
補助金受領

（35％相当額）

講座受講



〇厚生労働省の補助金と併用した場合
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１年経過

⑦＜ﾊﾛｰﾜｰｸ等＞
・転職後の補助金申請
※詳細は、ﾊﾛｰﾜｰｸにお問い合わせく
ださい。

・ﾊﾛｰﾜｰｸ横須賀 ℡046-824-8609
・ﾊﾛｰﾜｰｸ横浜南 ℡045-788-8609

（最大）受領額

21％
補助金受領

（21％相当額）

講座修了後転職

●補助等内訳
[雇用保険受給確認]
（判定）１年後
（補助）14％相当分
[賃金5%ｱｯﾌﾟ確認]
（判定）6ヶ月後
（補助）7％相当分



講座受講費用は全額
前払いが基本です！
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ご不明な点などがございましたら

横須賀市役所「経済企画課」
（℡：046（822）9392[直通]・

E-mail：cco-ec@city.yokosuka.kanagawa.jp)
までお問合せください。
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